
第
」
二
、
巻
　
　
批
　
評
　
　
隷
…
蒋
…
蒲
貯
士
の
「
タ
ブ
ー
」
ε
法
律
に
つ
き
げ
」

第
三
號
　
　
　
一
四
四
　
（
四
一
八
山
ハ
）

．
比

ヨ

評

穗
積
博
士
の
『
タ
ブ
ー
ご
法
律
』
に
つ
き
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
交
學
博
士
榊
亮
・
・
三
郵

　
朝
近
吾
人
が
通
讃
し
π
る
著
書
の
中
、
最
も
吾
人
の
心
　
糊
の
陰
騎
な
き
は
、
喜
ぶ
べ
し
。
愚
書
は
、
我
が
國
に
於

を
得
π
る
も
の
あ
り
、
張
れ
指
窓
博
士
の
公
に
し
だ
る
「
　
け
る
法
學
の
泰
斗
に
し
て
、
朝
野
の
親
膿
を
葦
め
、
現
に

タ
ブ
ー
ご
法
律
」
ご
思
せ
る
書
な
り
ご
す
Q
こ
は
土
方
敷
我
が
國
に
於
け
る
翰
林
院
の
主
宰
こ
し
て
、
日
本
學
界
の

授
在
職
二
十
五
年
の
記
念
の
爲
め
、
東
京
帝
國
大
品
の
諸
　
代
表
者
の
一
人
埋
り
。
吾
等
は
不
幸
に
し
て
、
未
だ
其
の

敷
授
が
主
ざ
し
て
寄
與
せ
る
論
文
の
一
に
し
て
、
乱
入
の
　
門
下
に
伺
候
し
て
、
親
し
く
音
容
に
接
す
る
機
會
を
得
す

接
手
せ
る
は
、
其
の
別
刷
な
り
。
紙
数
は
、
目
次
を
合
せ
て
　
叉
趨
含
其
の
途
を
異
に
せ
る
爲
め
Y
一
堂
の
中
に
會
し
て

僅
に
百
三
十
頁
に
過
ぎ
す
ご
雄
も
、
其
の
所
載
の
研
究
は
　
其
の
指
敷
を
蒙
り
し
こ
ご
な
し
ご
錐
も
、
好
ん
で
著
満
の

骨
柄
、
政
治
、
法
律
、
倫
理
の
領
域
に
互
b
て
、
二
者
の
・
公
に
せ
る
論
説
を
阻
み
著
書
を
讃
み
て
、
常
に
其
の
所
説

最
も
因
難
こ
す
る
問
題
を
解
繹
し
、
議
論
李
明
に
し
て
、
　
の
透
徹
に
し
て
、
理
路
の
翼
然
κ
る
を
見
、
敬
服
措
く
能

絶
ぬ
て
紛
難
錯
綜
の
愚
な
く
、
文
意
暢
達
、
毫
も
曖
昧
模
　
は
ざ
る
も
の
な
り
。
著
者
が
今
阿
の
著
の
如
き
は
、
我
が



國
な
れ
ば
こ
そ
、
新
奇
の
槻
あ
る
な
れ
、
外
國
に
於
て
は

固
よ
り
尋
常
一
様
の
研
究
事
項
』
し
て
、
現
に
淺
學
吾
人

の
こ
ご
き
も
、
ヂ
ユ
川
ケ
イ
み
、
ユ
；
ベ
ァ
、
モ
ー
ス
等

の
薯
書
に
於
て
、
此
の
種
の
問
題
の
研
究
を
見
π
る
こ
ご

あ
り
、
諸
君
就
會
學
年
報
（
》
毒
魯
ω
9
一
。
δ
σ
q
5
琴
）
叉
は

宗
敷
史
盗
難
綿
密
。
ぎ
。
儀
巴
、
募
ε
冨
号
の
因
。
㎡
登
副
ω
に

於
て
も
、
屡
々
見
潤
る
研
究
把
り
。
一
例
を
畢
ぐ
れ
ぜ
後

者
の
第
三
十
五
冊
に
於
て
、
屯
ー
ス
氏
が
、
　
「
宗
敷
ご
刑

法
の
起
源
し
（
目
ρ
男
窪
ぴ
q
岡
§
〇
二
＄
9
一
σ
q
ぎ
。
ω
α
二
島
。
津

一）

¥
巴
）
　
ご
題
し
て
、
宗
敷
ご
刑
法
こ
の
關
係
に
つ
き
て

詳
論
せ
る
が
こ
ご
し
ρ
π
㎏
、
吾
人
が
、
博
士
今
回
の
著

を
見
て
喜
ぶ
所
以
の
も
の
は
、
世
を
摯
げ
て
法
律
政
治
の

へ

研
究
を
以
て
椹
勢
利
隷
を
岡
す
る
資
具
に
供
す
る
風
押
あ

b
現
行
法
の
高
距
こ
れ
重
し
ご
な
し
て
、
古
代
法
叉
は
法

理
學
研
究
の
こ
ご
き
は
、
殆
ん
ご
委
棄
し
て
、
顧
る
も
の

な
き
に
論
り
、
搏
士
の
こ
ご
き
法
學
の
誉
宿
が
倫
理
今
上

又
は
法
理
學
上
、
重
要
な
る
研
究
を
登
表
し
だ
る
こ
ご
に

し
て
、
．
こ
れ
に
よ
り
て
、
我
が
風
の
古
代
に
於
け
る
法
の

観
念
を
閾
明
し
得
淀
る
の
み
な
ら
す
、
又
以
て
、
宗
円
的

…
信
仰
が
、
如
何
に
下
家
肚
禽
悶
の
構
成
に
減
て
、
重
要
な
り

し
か
を
我
が
學
界
に
説
明
せ
る
も
の
こ
云
ふ
べ
し
。

　
博
士
の
著
は
、
四
部
に
分
れ
、
緒
言
ご
前
論
ご
本
論
ご

言
論
ご
あ
り
、
緒
言
に
は
、
法
の
成
立
に
造
化
説
ご
進
化

説
こ
の
二
説
あ
る
こ
ご
を
述
べ
、
前
者
の
誤
れ
る
こ
ご
を

説
き
て
、
進
化
説
の
善
く
、
事
實
に
協
ふ
こ
ξ
を
主
張
せ

り
。
前
論
は
六
章
に
分
れ
「
タ
ブ
ー
し
の
定
義
、
「
タ
ブ
ー
」

の
本
質
、
「
タ
ブ
ー
」
の
語
義
、
「
タ
ブ
ー
」
の
起
原
、
「
タ

ブ
ー
」
の
設
定
を
説
き
、
本
論
は
五
章
に
分
れ
、
「
タ
ブ

ー
」
ご
法
律
毒
念
、
「
タ
ブ
ー
」
ご
圭
構
、
「
タ
ブ
ー
」
ご
婚

姻
コ
タ
ブ
ー
L
、
財
産
樫
，
タ
ブ
ー
し
ご
刑
法
こ
の
關
係
を
説

き
愚
論
に
は
、
博
士
は
「
タ
ブ
ー
」
を
以
て
、
人
類
が
、
制

裁
の
俘
へ
る
行
業
の
規
範
を
有
す
る
に
至
れ
る
趙
源
な
り

こ
し
、
法
律
を
以
て
此
の
未
開
時
代
の
規
範
が
進
化
し
把

る
も
の
に
外
な
ら
す
ご
噺
湿
り
○

第
三
懸
　
　
批
　
評
　
　
穗
積
博
士
の
「
タ
ブ
ー
定
法
律
」
に
つ
、
き
て

第
三
號
　
　
一
四
五
　
（
四
八
七
）



　
　
　
第
三
餐
　
　
批
　
詐
　
　
穂
一
核
博
士
の
「
タ
プ
ー
ピ
法
律
」
に
．
つ
＾
書
て
▼
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　

一
四
六
　
（
墜
八
八
）

　
博
士
は
、
前
論
第
一
章
に
覧
て
、
「
タ
ブ
ー
」
の
定
義
を
　
又
は
事
物
の
安
全
を
含
む
も
の
ぐ
」
云
ふ
を
得
ざ
る
べ
し
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ン
ダ
　
ラ

下
し
て
云
へ
り
、
曰
は
く
、
「
タ
ブ
ー
」
ご
は
行
霧
の
禁
諜
　
「
タ
ブ
ー
」
の
設
定
者
が
、
印
度
に
於
て
、
勝
陀
羅
（
O
窪
轟

に
し
て
、
之
に
穿
る
》
ご
き
は
、
災
害
を
蒙
る
べ
し
ご
す
．
富
）
を
以
て
、
不
浮
な
り
ご
忌
避
す
べ
し
ご
宣
示
す
る
携
・

，
る
信
念
よ
り
生
す
る
も
の
を
云
ひ
写
叉
時
こ
し
て
は
、
此
　
合
に
は
、
試
写
羅
族
以
外
の
人
々
の
安
全
を
保
せ
ん
が
霧

原
意
よ
り
轄
化
し
て
、
禁
誰
の
目
的
π
る
事
物
を
も
「
タ
　
め
な
ら
ん
も
、
務
陀
無
謀
の
安
を
保
せ
ん
が
駕
に
あ
る
ベ

ブ
ー
」
ε
輸
す
る
こ
ご
あ
り
ご
。
此
の
定
義
よ
り
出
登
し
　
し
。
叢
れ
こ
も
、
博
士
の
所
謂
「
其
反
面
に
於
て
其
目
的

て
、
第
二
章
に
潤
て
、
「
タ
ブ
ー
」
は
人
類
の
行
爲
に
聴
す
　
覆
る
云
々
」
の
文
は
、
減
し
て
清
浄
槻
念
を
人
又
は
事
物

る
消
極
的
規
範
な
り
こ
し
、
其
反
面
に
於
て
、
其
目
的
π
　
の
上
に
設
定
七
π
る
最
合
を
指
す
に
あ
る
な
ら
ん
。
た
や

る
人
又
は
物
の
安
全
な
る
観
念
を
含
む
も
の
な
り
ご
云
へ
　
「
タ
ブ
ー
」
の
作
用
は
、
彪
㎏
に
清
浄
掘
念
を
設
定
す
る
に

）
「
タ
ブ
3
」
設
定
の
反
面
に
は
、
其
目
的
た
る
人
畜
は
物
　
あ
る
の
み
な
ら
す
、
叉
不
浄
槻
念
を
設
定
す
る
こ
ご
あ
る

の
安
全
な
る
観
念
を
含
む
ご
は
、
是
れ
必
ず
し
も
、
野
田
　
を
忘
る
べ
か
ら
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

の
一
家
言
に
あ
ら
す
、
多
数
の
宗
敷
生
者
の
云
ふ
所
な
る
　
　
ヤ
前
論
第
三
章
に
於
て
、
搏
士
は
「
タ
ブ
」
」
の
語
義
に
つ

も
吾
人
は
甚
だ
惑
な
き
能
は
す
。
「
タ
ブ
こ
が
、
人
又
は
き
て
「
タ
ブ
ー
」
又
は
コ
タ
プ
ー
」
（
ξ
・
）
な
る
語
は
、
「
タ
」

　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
ケ
ル

事
物
に
樹
し
て
、
清
浄
の
槻
念
を
設
定
し
た
る
ご
き
の
み
　
　
（
標
示
す
る
）
な
る
働
詞
ご
「
ブ
ー
」
な
る
強
意
副
詞
ご
よ

は
、
或
ひ
は
、
其
の
目
的
だ
る
舌
長
は
事
物
の
安
全
な
る
　
り
成
り
π
る
も
の
な
る
を
以
て
、
其
原
意
は
「
強
く
標
示

親
筆
を
含
む
べ
し
ご
錐
も
、
特
定
の
人
叉
は
事
物
を
指
斤
　
せ
ら
れ
覆
る
も
の
」
な
る
も
、
通
常
嚴
に
習
物
を
指
定
し

し
て
不
浄
な
り
ご
宣
示
す
る
ご
き
は
如
何
、
暮
れ
其
の
人
　
て
、
之
を
紳
聖
な
り
ε
す
る
意
義
に
用
ひ
ら
乃
、
ご
し
、



　
「
ポ
リ
ネ
シ
ヤ
」
群
島
中
の
「
ト
ン
ガ
」
島
を
始
め
ビ
し
て
　
も
の
を
、
宣
言
、
標
示
、
鯛
接
の
三
者
な
り
こ
せ
り
。
標

其
の
他
の
諸
島
に
於
け
る
呼
之
を
列
質
し
、
古
代
の
「
ユ
　
示
の
項
目
の
下
に
於
て
、
研
皇
位
蓮
縄
は
、
「
タ
ブ
ー
」
の

　
ダ
や
L
民
族
の
間
に
於
て
は
、
「
ナ
テ
リ
タ
」
（
ワ
飼
9
N
㊤
一
，
謬
○
）
　
藁
葺
な
る
こ
ご
は
、
殆
ん
ご
疑
を
容
れ
す
ご
云
■
へ
り
。
是

古
代
希
麗
民
族
の
聞
に
於
け
る
「
ハ
ギ
ヲ
ス
」
一
、
勲
σ
q
冨
、
拉
れ
吾
人
の
常
に
懐
抱
せ
る
意
見
に
し
て
、
標
は
自
己
の
四

丁
語
の
「
サ
ー
ケ
ル
し
、
ω
碧
巽
）
は
、
或
は
「
離
隔
し
π
る
者
有
物
叉
は
自
巳
の
領
有
に
属
す
る
も
の
な
る
こ
ご
を
標
識

．
」
叉
は
「
神
聖
な
る
者
己
叉
は
赫
契
湾
繊
の
二
義
を
勲
有
す
　
せ
ん
爲
め
に
、
結
び
た
る
も
の
な
り
ご
云
ふ
に
至
り
て
は

る
も
の
な
れ
ば
、
正
し
く
「
タ
ブ
ー
」
の
語
ご
同
一
に
し
て
　
何
人
も
異
議
な
き
黙
な
る
べ
し
。
博
士
は
紅
蓮
縄
若
く
は

日
本
語
に
．
於
て
は
、
「
タ
ブ
ー
」
の
意
義
に
丸
儲
せ
る
も
の
　
之
に
類
似
す
る
物
を
以
て
紳
聖
不
可
侵
の
標
識
ご
棄
す
習

は
「
い
み
」
（
忌
）
の
語
な
り
こ
な
し
、
蓋
し
其
の
語
の
中
に
　
俗
は
、
世
界
の
各
方
面
に
於
て
測
る
所
な
り
ご
し
て
、
幾

忌
避
、
紳
黎
、
及
び
禁
戒
の
意
義
を
彙
有
す
れ
ば
な
り
ご
　
多
の
例
を
引
用
ぜ
り
。
π
や
其
の
中
入
類
學
蕪
誌
第
二
十

云
へ
鼻
。
是
れ
實
に
至
言
ご
云
ふ
べ
し
。
吾
人
は
、
全
く
　
専
一
、
第
七
號
に
於
て
、
森
丑
之
助
氏
が
」
三
章
「
タ
イ

博
士
の
所
説
に
賛
同
す
る
も
の
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
川
」
族
の
風
俗
信
仰
に
關
し
、
第
二
百
五
十
入
牢
下
下

　
前
論
第
四
章
に
は
、
「
タ
ブ
ー
」
の
「
ク
ロ
ス
、
デ
ィ
ザ
　
よ
り
、
第
二
百
六
十
頁
上
傘
に
亙
り
て
論
述
せ
る
文
を
漏

チ
ジ
ヨ
ン
」
を
述
べ
、
第
五
章
に
は
、
「
タ
ブ
ー
」
の
起
原
　
さ
れ
柁
る
は
、
吾
人
の
甚
だ
遺
憾
こ
す
る
所
な
り
。

を
論
じ
、
慣
習
に
因
り
て
存
す
る
も
の
ご
設
定
に
よ
り
て
　
　
吾
人
は
博
士
の
論
丈
中
、
所
謂
前
論
の
部
分
の
熟
蚕
し

生
す
る
も
の
ε
な
せ
り
。
第
六
章
に
は
「
タ
ブ
ー
」
設
定
の
　
て
、
深
く
博
士
の
所
論
に
敬
服
し
、
種
々
の
点
に
於
て
、

方
法
を
説
き
、
種
々
あ
り
ご
錐
も
、
其
の
最
も
普
通
な
る
　
全
く
同
意
を
表
す
る
も
の
な
り
ご
雄
も
、
其
の
間
往
々
異

　
　
　
第
一
二
巻
　
　
撹
　
鯨
許
　
　
麟
…
稜
構
紳
士
の
「
タ
ブ
ー
ぜ
油
律
」
に
つ
春
て
　
　
　
　
　
　
　
　

麓
σ
三
號
　
　
一
四
七
　
（
四
入
玉
）



　
　
　
第
三
巻
　
　
批
　
詳
　
　
穣
績
論
士
の
「
タ
プ
ー
ミ
法
律
」
に
つ
き
て

論
な
き
能
は
す
。
垂
れ
博
士
の
園
丁
が
「
タ
ー
ブ
」
信
仰
よ

り
、
法
律
の
淵
源
を
説
明
せ
ん
こ
す
る
に
專
に
し
て
、
詳

に
「
タ
ブ
ー
」
其
の
物
の
本
質
を
説
か
ざ
る
に
由
る
。
叉
博

士
の
論
文
が
通
俗
を
旨
こ
し
て
、
專
門
語
を
使
用
せ
ざ
る

よ
り
吾
人
の
誤
解
を
招
き
π
る
ふ
し
一
な
き
に
あ
ら
ざ

る
べ
し
。
若
し
吾
人
に
し
て
、
誤
解
せ
る
黙
あ
ら
ば
、
謹

ん
で
、
博
士
の
宥
恕
を
乞
ふ
べ
く
、
叢
に
暫
ら
く
吾
人
の

意
見
が
、
博
士
の
意
見
こ
異
な
る
黙
を
暴
げ
て
、
其
の
濫

発
を
乞
は
ん
こ
す
。
　
　
　
　
　
　
、

　
博
士
は
、
多
数
箪
者
の
意
見
に
從
ひ
、
先
づ
「
タ
ブ
ー
」

の
信
仰
叉
は
慣
習
の
定
義
を
下
し
て
、
軍
に
行
爲
の
禁
誰

な
り
こ
し
、
博
士
論
文
第
三
頁
第
六
行
或
は
其
の
本
質
を

指
し
て
入
類
の
行
爲
に
面
す
る
清
極
的
規
範
な
り
こ
せ
昼

（
博
士
論
文
第
四
頁
第
六
層
目
語
を
換
へ
て
云
へ
ば
博
士
は

「
タ
ブ
ー
」
を
以
て
、
軍
に
人
類
に
封
ず
る
不
行
爲
を
強
制

す
る
作
用
あ
る
も
の
こ
せ
ら
れ
し
な
り
。
吾
人
の
見
る
所

を
以
て
す
れ
ば
、
是
れ
「
タ
ブ
ー
」
の
信
仰
に
は
嬉
野
の
本

第
三
號
　
　
一
四
八
　
（
四
九
〇
）

質
こ
し
て
は
、
少
し
く
狡
駐
に
過
ぐ
る
の
み
な
ら
す
、
叉

「
タ
ブ
ー
」
の
定
義
こ
し
て
は
、
少
し
く
薄
窮
な
る
が
こ
ご

し
。
乞
ふ
其
の
理
由
を
述
べ
ん
。

　
「
タ
ブ
ー
」
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
世
理
的
信
仰
又
は
宗

敷
的
慣
習
な
り
。
此
の
慣
習
叉
は
信
仰
あ
乃
民
族
は
、
決

し
て
、
博
士
が
論
文
第
五
重
工
五
行
に
述
べ
ら
れ
し
如
き

生
命
身
騰
財
産
等
の
保
障
に
關
…
す
る
規
範
未
だ
存
せ
ざ
る

原
始
肚
會
の
民
族
に
あ
ら
す
○
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
」
「
ボ

ヲ
子
ジ
ヤ
」
の
土
民
は
、
決
し
て
、
減
号
人
の
想
像
せ
る

こ
ご
く
、
原
始
肚
會
の
民
族
に
あ
ら
す
、
今
臼
の
世
界
に

於
て
、
翌
年
相
距
る
手
妻
な
り
ご
云
ふ
べ
き
原
始
祉
會
叉

は
暴
力
の
み
の
支
配
す
る
肚
會
民
衆
は
、
存
在
せ
す
ご
は

殆
ん
ご
虚
者
の
定
説
湿
り
。
其
の
説
の
嘗
否
は
、
暫
ら
く
－

蕪
に
措
き
民
族
に
し
て
已
に
「
タ
ブ
ー
」
の
慣
習
叉
は
信
仰

を
有
す
る
も
の
な
ら
ば
、
巳
に
多
少
生
活
上
に
規
範
を
有

す
る
民
族
な
り
ご
云
は
ざ
る
べ
か
ら
す
。
博
士
の
所
謂
原

始
肚
會
ご
は
、
思
．
ふ
に
比
較
的
文
化
の
低
き
民
族
の
就
會



ご
云
ふ
に
あ
る
べ
し
。
此
等
の
説
話
に
鳳
町
長
、
鱈
圭
、

言
言
者
、
学
侶
．
巫
女
、
ト
者
、
藥
人
等
は
、
其
の
智
力

材
幹
、
勇
力
に
於
て
、
一
頭
地
を
抜
く
も
の
な
れ
ば
、
或

は
自
巳
の
民
族
「
タ
ブ
ー
」
の
信
仰
あ
る
を
奇
貨
に
し
て
、

博
士
が
其
の
論
難
第
五
頁
第
十
二
行
に
於
て
述
べ
ら
れ
し

ご
ご
く
「
紳
威
を
假
り
て
特
定
の
人
又
は
特
定
の
物
に
焦

す
る
諜
避
を
強
要
し
、
冥
罰
を
以
て
、
其
黒
焦
を
威
嚇
」

せ
る
も
の
な
き
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
即
ち
「
タ
ブ
ー
」
の
信

仰
叉
は
慣
習
を
以
て
、
民
族
統
治
の
方
便
に
供
せ
し
も
の

な
き
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
、
然
れ
ざ
も
、
階
隠
観
念
は
倫
理

法
律
の
根
本
概
念
ご
同
じ
く
、
緊
々
人
類
の
乗
舞
に
し
て

自
然
に
登
生
し
た
る
も
の
な
れ
ば
、
二
三
詐
欺
者
の
創
造

に
よ
る
も
の
に
あ
ら
す
Q
も
し
コ
へ
ー
ゲ
川
」
の
云
へ
る
こ

ご
く
、
法
の
親
念
は
、
帥
の
壷
現
な
り
ご
せ
ば
、
宗
敏
の

成
立
も
黒
く
こ
れ
を
人
爲
に
録
す
る
こ
ご
を
得
ざ
る
べ
し

吾
人
は
、
博
士
の
論
文
を
黒
む
に
、
前
論
ご
云
は
す
本
論

ご
云
は
す
、
は
豊
後
論
ご
云
は
す
、
常
に
功
利
的
見
地
よ

　
　
　
第
三
巻
　
　
投
、
評
　
　
欝
積
博
士
の
「
タ
ブ
ー
芝
法
律
」
に
づ
き
て

り
、
鮭
會
の
の
事
物
を
観
察
す
る
傾
向
あ
る
を
認
む
る
は

越
憾
に
堪
ね
す
○
吾
人
は
常
に
博
士
の
崇
高
な
る
人
格
に

敬
服
し
、
其
學
界
に
叉
三
家
に
致
せ
る
功
勲
の
偉
大
な
る

を
思
ふ
も
の
な
る
も
、
．
博
士
の
今
回
の
論
文
を
護
む
に
至

り
て
、
博
士
も
叉
朋
治
初
年
の
論
者
ご
同
じ
く
、
常
に
宗

敷
を
以
て
、
方
便
な
り
こ
し
、
欺
く
も
の
こ
欺
か
る
、
も

の
こ
の
關
係
の
ご
ご
く
槻
察
せ
ん
ε
す
る
傾
向
あ
る
を
惜

む
も
の
な
り
。

　
「
タ
ブ
ー
」
の
信
仰
又
は
慣
習
は
、
其
の
本
質
に
於
て
宗

欝
欝
信
仰
叉
は
惜
習
な
り
。
故
に
其
の
存
在
は
，
入
ご
鬼

赫
こ
の
潜
思
を
定
む
る
も
の
に
し
て
、
人
ご
人
こ
の
關
係

を
定
む
る
を
目
的
こ
し
た
る
も
の
に
あ
ら
す
。
早
れ
何
人

も
異
論
な
き
所
な
る
べ
し
。
故
に
人
又
は
事
物
に
樹
し
「

タ
ブ
ー
」
を
設
定
す
る
ご
き
は
、
其
の
入
叉
は
事
物
は
、

拉
丁
語
に
所
謂
「
ザ
ー
ク
ル
し
（
紳
聖
）
な
る
も
の
ご
な
り
て

π
や
に
入
類
の
み
な
ら
す
、
野
里
す
ら
こ
れ
に
押
褻
し
、

こ
れ
を
溶
…
帯
し
、
こ
れ
に
接
近
す
る
こ
ご
を
許
さ
や
る
な

第
三
號
　
　
一
．
四
九
（
四
九
一
）



　
　
一
眠
三
巻
　
　
批
、
詳
　
　
穂
積
樽
士
の
「
タ
ブ
ー
亡
法
律
」
に
つ
き
て
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
一
五
〇
　
（
四
九
二
）

り
。
も
し
こ
れ
に
戻
る
も
の
は
、
人
類
の
み
な
ら
す
、
鬼
　
ぜ
ら
れ
り
し
や
明
白
な
り
。

沸
す
ら
、
罰
を
蒙
む
る
べ
き
も
の
ご
信
せ
ら
る
。
殊
に
文
　
　
「
タ
ブ
ー
」
叉
は
類
似
の
語
は
、
今
日
文
化
猫
ほ
低
き
「

化
の
低
き
就
會
に
あ
り
ご
臓
、
疾
病
、
畢
魅
等
の
天
墾
地
　
マ
ラ
ヨ
、
ポ
リ
子
ジ
、
や
し
の
民
族
の
用
ふ
る
罪
な
れ
ば
、

異
は
、
皆
悪
鬼
邪
神
の
所
爲
な
り
ご
信
ぜ
ら
れ
る
、
を
以
　
其
の
観
念
も
或
は
、
未
開
の
民
族
に
の
み
存
在
す
る
も
の

て
、
人
の
疾
病
を
治
し
、
又
は
、
豫
聾
せ
ん
こ
す
る
ご
き
　
、
如
く
誤
解
せ
ら
る
、
も
、
博
士
の
云
は
れ
し
ご
ご
く
、

の
こ
ご
き
は
其
の
人
の
上
に
、
「
タ
ブ
ー
」
を
設
定
し
、
其
　
此
の
観
念
は
、
交
化
の
高
等
な
る
民
族
の
問
に
も
存
在
し

の
疾
病
の
邪
帥
を
擾
寒
し
、
叉
は
馬
解
り
解
る
こ
ご
を
禁
　
て
、
拉
丁
語
の
「
ザ
ー
ケ
川
」
希
強
語
の
「
狂
暴
オ
ス
し
な
る

す
る
を
常
こ
す
。
翼
言
宗
の
所
依
π
る
各
種
の
陀
羅
尼
を
　
形
容
詞
又
は
「
バ
グ
ナ
イ
ァ
し
（
頃
姦
9
ε
な
る
名
詞
は
、

讃
ま
ば
、
此
種
の
文
句
多
し
。
又
鬼
謀
ご
雄
も
、
其
の
上
　
正
し
く
此
の
観
念
を
指
示
す
る
も
の
判
り
。
今
日
高
等
な

に
「
タ
ブ
ー
」
を
設
定
せ
ば
、
設
定
以
前
に
比
し
て
、
一
丁
　
る
文
化
を
有
す
る
民
族
ご
難
も
、
筍
も
、
宗
敷
を
有
し
、

其
の
カ
を
加
ふ
べ
し
ご
信
せ
ら
る
。
印
度
の
吠
陀
経
の
中
　
宗
敷
を
儒
じ
、
随
っ
て
賢
聖
の
槻
念
を
有
し
、
殖
呪
の
観

に
は
、
帝
鐸
天
始
め
、
其
の
他
の
紳
々
が
、
「
穿
ブ
ー
」
設
　
念
を
有
す
る
も
の
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
即
ち
「
タ

定
法
の
一
種
だ
る
筆
記
に
よ
り
て
、
其
の
威
嚴
を
増
し
、
　
ブ
ー
」
の
信
仰
又
は
慣
習
を
有
す
る
も
の
こ
云
は
ざ
る
べ

其
の
勇
力
を
加
ふ
ご
云
へ
る
詩
す
ら
あ
り
。
こ
れ
に
よ
れ
　
か
ら
す
。
何
こ
な
れ
ば
、
寄
島
心
念
は
、
實
に
宗
激
の
本

ば
、
「
タ
ブ
ー
」
は
、
博
士
の
云
へ
る
こ
ご
く
、
其
の
本
質
　
質
な
れ
ば
な
り
○
死
人
の
埋
葬
に
從
謁
す
る
も
の
を
不
澤

に
嘗
て
、
軍
に
人
類
の
行
管
に
際
す
る
規
範
ご
云
ふ
を
得
　
な
り
こ
し
．
牛
馬
の
屠
殺
者
を
嫌
忌
し
、
皮
革
を
取
扱
ふ

ざ
る
べ
く
、
少
く
も
、
未
開
の
魅
會
に
於
て
は
、
斯
く
信
　
も
の
を
不
浄
な
る
も
の
こ
し
、
生
肉
を
湿
る
も
の
を
賎
む



が
こ
ご
き
は
、
今
H
壱
州
文
明
國
に
看
て
す
ら
、
吾
人
の

見
聞
す
る
所
な
り
O
こ
れ
を
嫌
忌
し
、
こ
れ
ε
接
面
す
る

こ
ご
を
避
く
る
に
當
り
て
、
ま
π
此
等
の
職
業
に
密
事
す

る
人
々
の
性
情
品
性
の
如
何
は
顧
慮
す
る
こ
ε
な
く
、
ま

だ
此
等
の
職
業
が
、
肚
會
民
衆
の
存
在
ご
關
係
あ
る
か
否

や
は
論
ず
る
所
に
あ
ら
す
。
仰
れ
愚
管
語
の
デ
ゼ
ク
ラ
シ

ヨ
ン
（
偽
○
ω
佑
O
畦
餌
”
肖
O
諺
）
英
語
の
プ
ロ
フ
ハ
木
ー
シ
ヨ
ン
（
箕

。
書
盆
§
）
等
に
相
濾
す
る
に
あ
ら
す
や
。
又
二
曲
佛
閤

め
境
域
に
入
り
て
、
粛
然
襟
を
正
し
く
し
、
何
も
の
の
其

、
の
中
に
お
は
し
ま
す
か
は
知
ら
ざ
る
も
、
だ
い
有
難
涙
を

こ
ぼ
す
人
あ
り
。
ま
花
、
．
其
の
讐
造
物
の
存
在
が
果
し
て

就
會
民
衆
の
利
盆
な
り
や
否
や
を
問
は
ざ
る
な
り
Q
随
っ

て
其
の
境
域
の
中
に
起
臥
し
て
、
紳
枇
に
奉
仕
し
、
又
は

奉
仕
す
ご
湿
せ
ら
る
、
人
々
罵
樹
し
て
も
、
其
の
性
惰
品

性
が
、
果
し
て
、
崇
敬
す
る
に
足
る
や
否
や
に
論
な
く
、

一
向
こ
れ
を
崇
敬
す
る
が
ご
ご
き
も
、
是
れ
丈
明
國
民
の

常
な
り
。
此
等
は
、
用
語
こ
そ
異
な
れ
噸
「
タ
ブ
ー
」
の
儒
仰

第
三
餐
　
　
批
　
評
　
　
穂
穫
博
士
の
「
タ
プ
ー
ミ
法
律
」
に
つ
壱
て

又
は
慣
習
あ
る
も
の
ご
云
ふ
べ
く
、
陀
や
英
奇
人
は
、
こ

れ
を
「
ホ
ー
ソ
ー
し
（
寓
。
ぞ
）
叉
は
「
ハ
ロ
ー
」
（
寓
四
一
9
＜
9
）

濁
逸
入
は
「
ハ
イ
ヲ
ヒ
」
搾
国
魯
㎡
）
佛
盛
人
は
、
「
サ
ク
レ
」

（QQ

W
蒸
）
ご
云
ふ
の
差
蓮
め
る
の
み
。
吾
人
の
見
る
所
を

以
て
す
れ
ば
、
「
タ
ブ
ー
」
が
、
事
物
の
上
、
清
澤
槻
念
を

設
定
す
る
聯
合
に
は
、
其
の
事
物
を
指
し
て
古
代
印
度
に

て
は
、
こ
れ
を
「
テ
ン
ス
ラ
リ
タ
」
．
（
ω
・
・
睡
ω
ξ
同
3
）
（
紳
聖
な

る
）
ご
云
ひ
、
こ
れ
を
設
定
す
る
儀
式
を
「
サ
ン
ス
ヵ
ー

ラ
」
（
Q
Q
欝
睡
u
り
岸
割
書
）
ご
云
へ
る
な
り
。
梵
語
を
「
サ
“
ン
ス
ク
’

ソ
タ
」
又
罎
、
サ
ン
・
ス
ク
ラ
ッ
ト
し
ご
云
へ
る
は
、
其
の
語

の
紳
聖
意
せ
ら
れ
し
故
な
り
ゆ
吠
陀
叉
は
祭
肥
の
用
語
こ

し
て
使
用
せ
ら
れ
「
ア
ー
リ
ヤ
」
民
族
以
外
の
も
の
は
～
與

り
學
ぶ
こ
ご
を
得
ざ
る
が
故
な
り
Q
こ
の
禁
を
犯
す
も
の

は
、
冥
千
僧
刑
罪
に
至
る
が
故
な
り
。

　
「
タ
ブ
ー
」
の
語
義
は
、
博
士
の
述
べ
ら
れ
し
ご
ご
く
、

本
書
の
意
義
に
於
て
、
　
「
強
く
標
示
せ
ら
れ
だ
る
も
の
」

な
る
も
、
通
常
巌
に
傷
物
を
指
定
し
て
、
之
を
紳
聖
な
う

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
一
五
一
（
四
九
三
）
．



　
　
　
第
三
懸
　
　
蜘
評
　
　
穗
激
博
士
の
「
タ
ブ
ー
ぜ
法
律
」
F
ウ
春
て

こ
す
る
意
義
に
用
ひ
ら
る
。
減
れ
こ
も
「
タ
ブ
ー
」
の
作
用

は
、
帥
聖
な
る
性
質
を
、
特
定
の
入
又
事
物
の
上
に
設
定

す
る
ご
同
時
に
、
其
人
叉
は
事
物
に
供
し
、
帥
聖
観
念
以

外
特
嫌
の
能
力
叉
は
資
格
を
賦
帯
す
る
こ
と
あ
り
。
も
し

「
ポ
ジ
ネ
ジ
ヤ
」
土
民
の
語
を
借
り
て
云
は
や
、
ノ
ァ
（
き

ρ
）
即
ち
李
凡
な
る
も
の
を
、
二
心
化
す
る
以
外
に
、
淋
聖

化
せ
ら
れ
だ
る
も
の
に
一
種
の
資
格
能
力
を
附
罪
す
る
に

あ
り
。
是
正
し
く
粒
丁
語
の
コ
ン
セ
ク
え
チ
ヨ
、
（
∩
o
房

o
o
戦
9
餓
。
）
口
早
報
鶏
の
5
ン
セ
ク
レ
ー
ー
シ
ヨ
ン
（
O
o
β
ω
o
し
門
内
臨
。
⇒
）

な
り
。
故
に
「
タ
ブ
ー
は
」
、
其
の
語
義
よ
り
見
る
も
、
其

作
用
よ
り
見
る
も
、
清
浄
不
浄
の
二
言
念
を
廉
有
す
る
紳

聖
観
念
を
事
物
の
上
に
設
定
し
て
、
他
に
樹
抗
て
る
ご
共

に
積
極
的
に
、
帰
る
牲
質
を
設
定
す
、
其
の
以
外
は
闊
ふ

所
に
あ
ら
す
。
「
タ
ブ
ー
」
を
設
定
せ
る
こ
ご
は
、
果
し
て

肚
會
に
利
盆
あ
る
か
、
は
セ
統
治
者
に
利
得
の
る
か
否
や

は
、
顧
慮
す
る
所
に
あ
ら
す
○
要
は
魅
曾
又
は
個
人
の
宗

敷
的
信
仰
ヌ
は
慣
習
の
要
求
を
充
足
す
る
を
以
て
目
的
ご

第
三
號
　
　
一
五
二
　
（
四
九
隅
）

せ
る
も
の
な
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
り
て
就
會
の
凝
聚
力
を
強

固
な
ら
し
む
る
こ
ご
あ
ら
ん
。
或
は
、
こ
れ
を
薄
溺
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

し
み
る
こ
ご
あ
る
べ
し
。
統
治
者
の
利
釜
を
致
す
こ
ご
も

あ
る
べ
き
も
、
又
不
利
を
招
く
こ
ご
も
あ
る
べ
し
。
大
抵

の
蕩
合
に
は
博
士
の
云
は
る
、
動
く
。
延
ひ
て
就
曾
民
衆

の
利
猛
ざ
璽
る
べ
き
も
、
寄
敷
上
の
要
求
は
必
ず
し
も
政

治
・
上
の
利
盆
ピ
一
致
す
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
博
士

は
「
タ
ヅ
ー
」
の
本
質
を
以
て
人
類
の
行
爲
に
心
す
る
消
極

的
規
範
な
b
ご
せ
り
。
思
ふ
に
博
士
は
「
タ
ブ
ー
」
を
以
て
．

人
に
不
行
爾
の
み
を
強
要
す
る
も
の
こ
せ
ら
る
、
が
こ
ご

し
Q
即
ち
、
「
タ
ブ
ー
」
の
内
容
を
以
て
イ
ン
タ
ー
デ
イ
ク

シ
ヨ
ン
（
診
、
。
汗
塗
一
9
こ
の
み
な
り
こ
せ
ら
る
、
が
こ
ご
七

「
タ
ブ
ー
」
の
目
酌
は
清
浄
思
念
を
入
前
は
事
物
の
上
に
設

定
す
る
の
み
に
あ
り
こ
せ
ば
、
・
田
園
民
衆
の
多
数
に
甥
し

て
は
其
の
指
定
せ
る
蹄
叉
は
事
物
を
干
犯
し
、
こ
れ
に
騨

博
す
る
こ
ご
を
禁
ず
る
宗
敷
的
作
用
に
過
ぎ
ざ
る
も
、
こ

れ
ご
同
時
に
其
の
藁
蓑
化
せ
ら
れ
だ
る
人
が
、
能
く
紳
聖

ず



の
性
質
を
保
有
し
、
こ
れ
を
護
持
す
る
義
務
を
強
要
す
る
　
し
、
一
方
に
撃
て
、
祇
曾
に
甥
す
る
慮
女
の
不
可
侵
樫
を

に
あ
ら
す
や
。
又
肚
會
民
衆
に
零
し
て
、
睡
眠
化
せ
ら
れ
　
賦
興
す
る
ご
共
に
、
他
方
に
重
て
庭
女
に
卑
し
、
「
エ
ー

泥
る
単
眼
は
事
物
を
保
護
し
、
他
の
こ
れ
を
犯
せ
る
義
務
　
ス
ク
」
の
淋
火
に
奉
仕
す
る
継
能
を
附
與
す
る
も
の
泥
り

を
負
は
す
に
あ
ら
す
や
。
果
し
て
然
ら
ば
、
「
タ
ブ
ー
」
の
　
こ
の
奉
仕
樺
は
、
同
時
に
奉
仕
の
義
務
な
り
。
是
れ
今
織

内
容
は
、
「
イ
ン
タ
ー
デ
イ
ク
シ
ヨ
γ
」
の
み
な
ら
す
叉
「
　
の
語
に
て
云
へ
ば
、
公
法
上
の
樫
利
義
務
の
ご
と
き
も
の

ブ
レ
ス
ク
リ
プ
シ
ヨ
ン
」
な
る
こ
ご
明
白
な
b
o
即
ち
、
　
な
れ
ば
な
り
。
古
代
支
那
に
於
て
、
一
人
を
天
に
薦
め
て

或
る
も
の
に
便
し
て
は
、
不
行
爲
を
要
求
す
る
ご
共
に
、
　
亭
主
こ
な
す
ε
き
は
、
其
の
登
極
の
儀
禮
は
、
即
ち
一
種

他
の
も
の
に
樹
し
て
は
行
翁
，
を
要
求
す
る
も
の
な
り
。
古
　
の
「
タ
ブ
ー
」
な
夢
。
こ
れ
に
よ
り
て
以
前
の
匹
夫
孕
人
は

代
印
度
に
於
て
吠
陀
維
は
淋
聖
な
る
も
の
こ
信
ぜ
ら
れ
き
　
忽
ち
天
子
こ
な
り
、
諸
侯
ご
な
り
、
紳
聖
不
可
侵
の
性
質

故
に
婆
羅
門
族
以
外
の
も
の
は
、
こ
れ
を
學
ぶ
こ
ご
を
禁
　
を
取
得
す
る
ざ
共
に
、
天
子
な
ら
ば
、
天
を
祭
る
特
構
を
得

す
る
も
、
婆
羅
門
族
は
必
ず
其
の
一
部
叉
は
全
部
を
學
ば
　
諸
侯
な
ら
ば
、
山
川
を
祀
る
特
椛
を
享
く
。
又
こ
の
享
有

ざ
る
べ
か
ら
す
。
「
エ
ス
タ
」
（
く
。
ω
冨
）
の
漁
火
は
、
古
代
　
す
る
特
擢
は
、
即
ち
特
殊
の
義
務
な
b
。
陰
陽
交
泰
せ
す

羅
馬
人
に
は
、
紳
聖
な
る
が
故
に
。
普
通
人
は
、
こ
れ
に
　
山
川
祭
を
腰
す
れ
ば
、
潜
主
動
か
ら
其
の
責
を
負
は
ざ
る

奉
仕
す
る
を
許
さ
れ
す
ご
錐
も
、
も
し
庭
女
あ
り
て
す
、
　
べ
か
ら
す
。
是
れ
、
天
主
ら
ざ
れ
ば
、
湯
江
身
を
以
て
桑

此
の
紳
火
に
奉
仕
せ
ん
こ
す
る
も
の
あ
ら
ば
、
他
の
資
格
　
林
の
野
に
新
り
、
螢
惑
宋
の
分
野
に
入
れ
ば
、
裏
公
庭
に

に
於
て
敏
く
る
こ
ざ
な
き
以
上
は
、
其
の
言
霊
を
「
コ
ン
　
下
り
て
擾
ふ
所
以
な
り
。
吾
人
が
叢
に
博
士
の
下
せ
る
「

セ
ク
レ
ー
ト
」
し
、
即
ち
「
タ
ブ
ー
」
を
設
定
し
て
神
襲
化
タ
ブ
ー
」
の
定
義
に
下
し
。
聯
か
疑
義
を
挾
む
は
、
博
士

　
　
　
第
三
巻
　
　
批
　
嚇
許
　
　
純
穗
積
樽
士
の
「
タ
プ
ー
ビ
隷
粕
律
」
に
、
つ
き
て
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
一
五
三
　
（
四
九
五
）

奄



事

　
　
　
第
一
二
巻
　
　
軸
蜘
　
評
　
　
曲
穂
毅
憧
四
士
の
「
ダ
プ
ー
電
法
律
」
に
つ
き
て
．
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　

一
五
四
　
（
四
九
山
ハ
）

が
「
タ
ブ
ー
」
の
外
的
甥
抗
力
の
み
を
認
め
て
、
其
の
他
の
　
ば
「
タ
ブ
ー
」
を
以
て
、
浴
極
的
規
範
こ
の
み
噺
ぜ
ら
る
》

効
力
を
認
め
ら
れ
ざ
り
し
を
遣
相
す
れ
ば
な
り
Q
　
　
　
　
は
、
特
樺
の
由
來
を
説
明
す
る
に
於
て
、
多
少
の
支
障
を

迫
れ
畢
覧
、
博
士
が
文
化
の
極
め
て
低
き
民
族
の
「
タ
ブ
　
生
す
る
恐
あ
る
べ
し
Q
叉
「
タ
ブ
ー
」
の
作
用
は
、
人
叉
は

一
L
信
仰
に
の
み
着
目
せ
ら
れ
、
丈
化
の
高
等
な
る
民
族
の
　
事
物
を
瀞
聖
化
す
る
に
あ
る
も
、
必
ず
し
も
其
の
設
定
の

「
タ
ブ
ー
」
信
仰
に
濫
意
せ
ら
れ
ぎ
り
し
に
由
る
な
ら
ん
。
　
目
的
が
博
士
が
論
駐
兵
四
頁
第
十
一
行
に
於
て
述
べ
ら
れ

椴
倉
ひ
文
化
の
極
は
め
て
低
き
民
族
の
申
に
め
り
て
も
、
　
し
ご
ご
く
、
後
身
化
さ
れ
た
る
人
又
は
物
の
安
全
な
る
覧

血
盟
の
制
度
あ
る
な
ら
ん
。
埋
葬
の
制
度
は
存
す
る
な
り
監
念
を
含
む
も
の
に
あ
ら
す
。
是
れ
祭
祀
に
用
ゆ
る
犠
牲
又

ん
。
結
祉
の
組
織
あ
り
、
婚
嫁
の
行
事
め
る
な
ら
ん
。
若
　
は
供
物
を
紳
聖
化
せ
る
ご
き
に
窮
合
に
於
て
明
自
な
り
、

し
然
ら
ば
、
「
タ
ブ
ー
」
の
信
念
が
必
ず
其
の
民
族
の
問
に
　
古
代
印
度
ご
云
は
す
、
古
代
猫
太
ご
云
は
す
希
臓
ご
云
は

存
在
す
べ
く
、
も
し
存
在
す
る
も
、
其
の
信
念
の
内
容
は
　
す
、
羅
馬
ご
云
は
す
、
荷
も
文
献
の
徴
す
べ
く
冷
載
籍
の

「
タ
ブ
ー
」
を
受
け
π
る
入
以
外
に
翻
し
。
其
の
人
の
不
可
　
考
ふ
べ
き
國
の
古
代
に
あ
り
て
は
、
其
の
祭
祀
の
様
式
は

侵
を
主
張
し
、
強
制
す
る
の
み
に
止
ま
ら
ば
、
此
等
の
制
　
素
よ
り
千
差
萬
別
み
う
ご
錐
も
、
こ
れ
を
一
貫
す
る
精
神

度
組
織
等
の
永
離
す
べ
き
理
な
き
な
り
。
「
タ
ブ
ー
」
の
信
　
に
至
り
て
は
、
同
一
な
り
。
即
ち
、
支
那
の
春
秋
時
代
に

念
に
墓
つ
き
て
、
紳
激
化
せ
ら
れ
た
る
も
の
は
、
同
時
に
　
建
て
認
む
べ
き
祭
祀
の
原
則
π
る
身
心
歓
非
類
、
民
不
祀

特
殊
の
資
格
能
力
を
附
輿
せ
ら
る
べ
し
。
こ
れ
後
に
至
り
　
非
族
の
主
義
是
れ
な
り
。
民
不
祀
非
族
の
圭
義
の
説
明
は

て
所
謂
特
禮
㌻
．
触
固
乱
。
σ
q
団
§
浸
）
の
淵
源
ご
な
り
し
も
の
な
ら
　
本
論
に
無
關
係
な
れ
ば
、
暫
く
こ
れ
を
論
せ
す
、
神
不
歓

ん
。
是
れ
博
士
ご
錐
も
異
議
な
か
る
べ
し
。
若
し
、
然
ら
　
豊
沼
の
圭
義
に
つ
き
て
云
へ
ば
、
紳
ご
同
類
の
人
に
あ
ら



ざ
れ
ば
、
紳
を
祀
る
こ
ご
を
得
す
、
此
の
黒
本
崇
弄
の
信

條
が
、
紳
の
観
念
の
籏
号
せ
ら
る
る
ご
共
に
次
第
に
推
移

し
て
、
終
に
紳
聖
の
も
の
に
あ
ら
ざ
れ
ば
う
紳
に
奉
祀
す

る
こ
ご
を
得
す
、
紳
叉
之
を
饗
け
す
ε
云
へ
る
信
條
こ
な

れ
り
。
是
の
故
に
、
逆
飛
を
螢
む
に
當
り
、
其
の
土
地
、

識
語
は
勿
論
祭
祀
す
る
も
の
は
、
昏
昏
（
虫
巳
三
。
。
“
）
せ
ら

れ
祭
祀
に
用
ふ
る
供
物
、
犠
牲
共
に
紳
化
せ
ら
れ
ざ
る
ぺ

か
ら
す
。
換
言
す
れ
ば
、
「
タ
ブ
ー
」
の
作
用
に
よ
）
て
、

紳
化
せ
ら
れ
ざ
る
ぺ
か
ら
ざ
る
な
り
。
此
の
蕩
合
に
於
て

は
、
淋
化
せ
ら
れ
把
る
犠
牲
供
物
は
、
他
の
干
犯
す
る
こ

ご
を
禁
ず
る
も
の
な
れ
ざ
、
又
祭
壇
に
於
て
屠
ら
れ
、
叉

は
紳
火
に
投
せ
ら
る
べ
き
資
格
を
享
有
す
。
即
ち
亡
帝
に

投
じ
て
焚
き
叉
祭
壇
に
曾
て
屠
ら
ん
が
爲
に
「
タ
ブ
ー
」
を

設
定
せ
る
な
り
、
故
に
此
の
蕩
々
に
於
け
る
「
タ
ブ
ー
」
は

博
士
の
論
文
第
十
七
頁
第
十
行
に
見
ね
π
る
保
護
の
「
タ

フ
ー
」
ざ
云
ふ
を
得
す
。
さ
り
こ
て
之
を
不
浄
な
り
こ
し

て
其
の
撲
滅
騒
除
を
期
せ
ん
が
爲
に
も
あ
ら
ざ
れ
ば
、
論

文
第
十
四
行
に
見
ぬ
ヤ
四
る
撲
滅
の
「
タ
ブ
ー
」
に
も
あ
ら
す

π
い
供
物
の
紳
に
供
せ
ら
れ
ん
爲
め
設
定
し
π
る
「
タ
ブ

ー
」
ご
の
み
云
ふ
こ
ご
を
得
じ
し
。
な
ほ
一
霞
各
興
簿
窓
ρ

霧
ω
両
氏
が
著
は
せ
る
冨
9
ρ
二
σ
q
。
ω
山
、
出
葺
。
冨
血
Φ
ω
多
¢

蒔
δ
㌧
ρ
6
8
の
中
国
器
臥
も
・
母
ケ
客
碁
ξ
。
9
一
ρ
切
。

昌
O
犠
O
出
田
〇
ω
9
0
識
節
O
O
、
　
榊
弟
一
ご
十
九
｝
貝
よ
り
雑
空
ハ
十
山
ハ
頁

に
互
り
て
、
供
物
叉
は
犠
牲
の
こ
ご
を
論
じ
た
れ
ば
、
詳

細
は
、
こ
れ
に
護
り
て
、
叢
に
論
越
す
。

　
之
を
要
す
る
に
、
「
タ
ブ
竃
」
の
信
仰
は
、
其
本
質
に
於

て
宗
敷
的
な
れ
ば
、
人
ご
帥
明
こ
の
総
帥
を
定
む
る
爲
め

自
然
に
玄
理
に
登
生
し
仁
る
も
の
に
し
て
、
た
や
に
不
行

爲
を
逆
叉
は
人
以
外
の
も
の
に
強
要
す
す
る
の
み
な
ら
す

叉
往
々
「
タ
ブ
ー
」
せ
ら
れ
π
る
も
の
に
延
し
積
極
的
行
爲

を
も
張
要
す
る
こ
ご
あ
り
Q
此
の
信
仰
の
存
在
は
に
未
開

の
杜
會
の
秩
序
を
維
持
し
、
其
の
安
全
を
保
全
す
る
に
於

て
、
カ
あ
り
し
も
、
本
選
こ
れ
を
目
的
こ
し
て
生
じ
把
る

も
の
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
其
の
登
生
の
趨
源
を
以
て
、
魁
會

第
輔
二
巻
　
　
批
　
評
　
　
三
曲
稼
簿
士
の
「
タ
ブ
ー
ε
法
律
」
に
つ
き
て

第
三
號
　
　
一
五
五
　
（
四
九
七
）



　
　
　
餓
叩
三
巻
　
　
翫
　
｝
評
　
　
穗
積
憧
冊
士
の
「
タ
ブ
ー
ε
肱
紐
建
ご
に
■
つ
｝
隔
て

民
衆
の
利
子
槻
念
に
鶴
す
る
こ
ご
を
得
ざ
る
な
り
。

．
上
交
巳
に
吾
人
が
「
タ
ブ
ー
」
の
信
仰
に
關
す
る
見
解
を

述
べ
た
．
り
。
今
よ
り
、
更
に
博
士
の
論
文
に
燐
謂
本
論
に

入
る
べ
し
。

　
本
論
第
一
は
題
し
て
「
タ
ブ
ー
」
ご
法
律
翼
々
こ
の
關
係

に
つ
き
て
、
宗
主
上
の
信
仰
だ
る
「
タ
ブ
ー
」
よ
り
、
宗
激

的
色
彩
を
脱
却
せ
る
世
俗
の
法
律
が
凝
達
せ
る
順
序
を
述

べ
ら
れ
獲
る
が
、
其
の
結
論
こ
し
て
、
博
士
は
、
左
の
如

く
述
べ
ら
れ
π
り
。

　
　
「
タ
ブ
ー
」
は
素
巴
信
念
よ
り
生
じ
六
る
行
露
の
規
髄
な
る
を
以
て
其

　
の
性
質
ほ
、
宗
敏
上
の
戒
律
な
り
、
故
に
其
破
戒
に
封
ず
る
制
裁
が
臭

　
翻
の
信
念
の
み
に
止
ま
る
ミ
毒
ば
、
こ
れ
を
重
三
ミ
豪
ふ
こ
ε
を
得
べ

　
き
　
、
多
く
る
膓
合
に
重
て
は
，
之
に
加
ふ
る
に
羅
瞭
溶
滅
の
盗
め
に

　
儒
侶
酋
長
等
に
贈
盗
品
を
捧
ぐ
ろ
等
の
事
あ
る
に
至
う
も
の
な
纏
、
是

　
れ
現
世
的
人
欝
騨
隅
を
以
て
、
冥
醤
F
代
ふ
る
の
端
緒
に
し
て
、
敏
律
が

　
怯
律
に
移
る
の
渦
渡
期
に
あ
る
も
の
ミ
云
ふ
こ
偽
を
得
べ
く
、
著
・
し
叉

　
宗
敢
器
に
附
加
し
て
、
盆
二
叉
は
、
華
族
負
が
其
の
破
戒
者
を
殺
・
し
、

　
之
や
追
ひ
、
之
を
答
う
ち
、
女
は
之
に
羅
品
を
科
す
る
が
如
き
こ
ε
あ

　
る
に
壼
ら
ば
「
フ
ラ
プ
ー
」
に
宗
漱
上
の
戒
律
上
の
戒
律
よ
り
、
法
律
上

　
　
　
　
　
　
　
　
館
叩
三
旧
訓
　
　
　
一
五
六
　

（
四
九
八
）

　
　
の
禁
令
六
る
に
颪
り
索
る
も
の
ミ
云
ふ
ご
ミ
を
褥
べ
し
，

　
こ
れ
に
擦
れ
ば
、
博
士
の
所
謂
法
律
上
の
禁
令
即
ち
、

何
等
宗
敏
上
の
色
彩
な
き
法
律
上
禁
合
ご
は
、
宗
敷
器
に

附
如
す
る
に
世
俗
の
樺
力
者
の
制
裁
を
以
て
す
る
禁
倉
を

も
云
ふ
に
あ
る
こ
ご
明
白
な
り
。
果
る
て
然
ら
ば
、
日
本

上
代
の
大
祓
に
列
暴
し
π
る
天
津
罪
、
國
津
罪
は
、
本
來

天
喜
地
無
に
結
す
る
宗
敷
上
め
罪
悪
な
る
に
も
拘
は
ら
す

目
し
て
法
律
上
の
禁
命
に
重
れ
凝
る
罪
又
は
宗
敏
律
が
法

律
に
移
ら
ん
こ
す
る
過
獲
期
の
犯
罪
ご
云
ふ
を
得
べ
き
が

こ
ご
し
Q
銭
こ
な
れ
ば
、
汚
れ
罪
障
消
滅
の
爲
め
に
儒
撮

酋
長
等
に
制
海
品
を
捧
ぐ
る
こ
ご
を
要
求
し
、
現
世
的
人

爲
罪
を
以
て
、
冥
罪
に
代
へ
又
は
代
へ
ん
こ
す
る
も
の
な

れ
ば
な
り
。
誉
れ
甚
だ
、
世
上
一
般
の
學
者
ご
、
見
解
を

異
に
す
る
意
見
こ
云
ふ
べ
し
O

　
又
羅
馬
建
國
の
始
に
當
り
、
「
ロ
ム
川
ス
」
が
都
を
翼
の

ん
爲
、
垣
壁
を
築
き
し
ご
き
、
弟
「
レ
ー
ム
ス
」
が
、
其
の

垣
壁
を
飛
越
ね
し
ご
て
、
・
こ
れ
を
殺
せ
し
傳
説
あ
り
、
欧



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ

州
の
學
者
は
、
「
ロ
ム
川
ス
し
の
暴
動
を
以
て
、
宗
敷
的
理
　
り
て
生
じ
誹
る
犯
罪
が
、
こ
れ
に
俘
ふ
制
裁
の
愚
計
な
る

由
に
基
づ
け
る
も
の
な
つ
こ
し
、
「
レ
ー
ム
ス
」
の
罪
を
以
　
ご
、
現
世
的
入
外
的
な
る
ご
に
よ
り
、
或
は
宗
敷
上
の
罪

　
サ
　
メ
　
ス

て
境
界
（
ご
露
。
ω
）
の
餌
壷
を
犯
せ
る
も
の
な
り
こ
な
せ
り
。
　
こ
な
り
、
或
は
世
俗
的
法
律
上
の
罪
偽
な
る
ご
云
ふ
が
ご

然
る
に
、
博
士
の
見
解
を
以
て
す
れ
ば
、
こ
れ
叉
世
俗
法
　
ご
き
は
、
泥
い
に
、
一
般
學
者
の
見
解
ご
異
な
る
の
み
な

上
の
犯
罪
ご
見
ざ
る
べ
か
ら
す
。
何
こ
な
れ
ば
羅
馬
の
酋
　
ら
す
、
古
代
法
の
解
説
上
、
種
々
の
支
障
め
る
べ
き
を
畳

長
又
は
王
れ
る
「
ロ
ー
ム
ス
」
は
、
其
の
弟
に
謝
し
て
、
冥
　
ね
す
ん
ば
あ
ら
す
。

罫
に
代
ふ
る
に
、
現
世
的
人
吉
罫
を
以
て
し
陀
れ
ば
な
う
　
　
論
文
の
本
論
第
二
章
は
「
タ
ブ
ー
」
ご
主
礎
こ
の
關
係
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ィ
ヅ
チ

又
歓
州
の
中
世
に
於
て
、
巫
女
（
≦
宮
ε
の
鬼
を
使
ふ
を
　
漉
せ
る
も
の
な
る
が
、
第
三
十
九
頁
第
十
一
行
よ
h
以
下

禁
じ
、
犯
す
も
の
は
、
こ
れ
を
宗
敷
裁
判
に
附
し
て
焚
殺
　
は
、
山
主
に
嚇
す
る
「
タ
ブ
ー
」
は
、
具
象
的
に
君
圭
の
帥

せ
り
。
跨
れ
双
釣
虻
に
代
ふ
る
に
、
人
言
罪
を
以
て
し
花
　
聖
不
可
侵
の
原
則
を
生
じ
、
文
化
の
進
む
に
從
ひ
、
主
灌

る
も
の
な
れ
ば
、
博
士
の
見
解
に
從
へ
ば
、
世
俗
法
の
犯
　
不
可
侵
の
原
則
を
憲
法
の
上
に
設
定
す
る
に
至
れ
る
こ
ご

罪
に
し
て
、
宗
敏
上
の
犯
罪
ぐ
、
云
ふ
べ
か
ら
ざ
る
が
黙
」
マ
」
　
を
述
べ
ら
れ
・
君
圭
に
饗
す
る
「
タ
ブ
ー
」
を
・
左
の
三
種

く
、
甚
だ
、
當
時
の
事
例
ご
相
反
す
る
に
あ
ら
す
や
。
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
分
て
）
。

人
は
法
記
者
に
あ
ら
す
。
随
っ
て
、
前
野
に
賦
す
る
論
議
　
茎
魁
の
ヲ
プ
⊥
第
二
鯛
繋
「
タ
ブ
よ

に
至
り
て
は
、
喜
ん
で
博
士
の
こ
ご
き
、
法
諺
の
泰
斗
沈
　
　
第
三
稽
呼
の
「
タ
ブ
ー
」

る
人
の
見
解
に
服
從
ぜ
ん
ご
す
る
も
の
な
り
Q
与
れ
こ
も
　
い
つ
れ
も
皆
興
味
あ
る
叙
説
に
し
て
、
引
用
せ
る
事
例
は

博
士
の
見
解
の
こ
ご
く
實
質
に
於
て
宗
敷
面
の
禁
倉
を
破
　
的
確
な
れ
ば
、
最
も
博
士
の
學
殖
の
該
博
に
し
て
、
議
論

　
　
　
第
三
巻
　
　
幾
　
評
　
　
穗
蒋
…
構
肛
士
の
「
タ
プ
ー
ミ
法
｛
伴
」
に
、
つ
蒔
b
イ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
轄
用
三
鞭
鋤
　
　
一
五
七
　
（
四
九
九
）



　
　
　
第
一
二
管
　
　
鎚
　
　
評
　
　
穗
曲
線
…
士
の
「
タ
ブ
！
ミ
法
｛
律
」
に
▽
つ
藷
」
て
　
　
　
　
　
　
　
　

第
一
二
號
　
　

一
五
八
　
（
五
〇
〇
）

の
明
蜥
な
．
る
を
伺
ふ
に
足
る
。
蓋
し
本
論
文
中
の
自
眉
な
　
り
延
ひ
て
聴
戚
に
及
び
セ
る
に
基
づ
き
亘
り
や
否
や
は
、

る
べ
し
。
就
申
、
英
國
法
に
於
け
る
「
國
王
の
治
安
」
（
丙
貯
　
吾
人
の
聯
か
疑
な
き
能
は
ざ
る
稀
な
る
も
、
吾
人
は
、
未

σ
⇔
．
の
℃
鎚
8
）
の
説
明
の
こ
ビ
は
、
再
三
譲
み
計
り
て
な
ほ
　
だ
こ
れ
に
醜
し
て
、
確
乎
た
る
定
見
を
有
せ
ざ
る
を
以
て

飽
く
二
ご
な
し
。
以
て
博
士
の
叙
説
の
巧
妙
な
る
を
知
る
　
今
は
、
暫
ら
く
、
博
士
の
説
明
に
從
ふ
．
べ
し
Q

べ
し
。
叉
第
三
の
幕
呼
の
「
タ
ブ
ー
し
の
一
壷
に
至
り
て
は
　
．
本
論
第
三
章
は
「
タ
ブ
ー
し
ご
婚
姻
、
本
論
第
四
章
は
・
「

日
本
支
那
を
研
究
す
る
講
者
な
勿
論
、
古
代
印
度
の
研
究
　
タ
ブ
ー
」
ご
財
産
樺
、
第
四
章
は
「
タ
ブ
ー
」
ご
刑
法
を
説

者
は
必
ず
一
際
す
べ
き
便
値
め
る
も
の
こ
信
ず
。
こ
れ
を
　
き
π
る
が
、
此
等
は
博
士
の
壇
塙
な
れ
ば
、
セ
〉
、
其
の

讃
ま
ば
、
何
故
薫
、
印
度
人
は
、
見
子
命
名
式
に
謀
り
、
　
議
論
の
請
緻
な
る
ご
引
用
せ
る
事
例
の
豊
贈
な
る
ご
に
驚
．
・

こ
れ
に
、
密
號
ご
通
名
こ
の
二
種
を
附
せ
し
が
、
又
何
故
　
嘆
ず
る
の
外
な
く
、
箪
に
法
理
學
の
研
究
者
の
み
な
ら
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
ル

に
印
度
の
古
代
に
於
て
、
國
王
が
自
他
呼
鵜
の
際
常
に
徽
　
一
般
古
代
の
研
究
者
が
一
門
せ
ぱ
必
ず
、
積
年
の
第
塞
を

號
（
一
凶
闘
畦
信
｛
」
ρ
）
を
用
ひ
τ
本
名
を
用
ひ
ざ
り
し
が
阿
輸
迦
王
　
開
き
て
、
眉
始
め
て
學
ぶ
る
の
戚
あ
ら
ん
ゆ
蕪
に
吾
人
は

　
　
ア
シ
ヨ
　
カ

が
・
宣
・
鼠
本
名
を
用
ひ
す
し
乱
運
野
望
．
熱
熱
學
界
の
爲
に
深
家
士
の
蓼
謝
し
・
更
に
博
士
の
筆
硯

レ
シ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ァ
　
ヂ
ヤ
セ

蔓
⇒
ご
呼
び
し
か
判
然
す
べ
く
、
食
素
二
世
王
の
號
は
果
　
日
に
新
な
ら
ん
こ
ご
を
親
し
て
措
く
能
は
す
。
柁
“
「
ダ

し
て
摩
掲
陀
婆
娑
羅
王
ω
子
泥
り
し
人
の
本
名
な
り
し
が
　
ブ
ー
し
の
本
質
に
つ
き
、
吾
人
は
博
士
ご
意
見
を
異
に
し

徽
號
な
り
し
か
を
疑
は
し
む
る
に
至
る
べ
し
。
但
し
辮
呼
　
た
る
爲
め
、
博
士
の
引
用
せ
ら
れ
し
事
例
に
つ
き
て
、
解

の
「
多
－
」
の
鷹
野
に
至
り
て
は
、
果
し
て
博
士
の
云
は
繹
を
異
に
し
・
鮒
な
一
、
論
争
の
態
度
を
執
る
に
至
り
し

み
〉
ご
ぜ
く
、
君
圭
に
醤
す
る
臣
民
の
野
上
が
、
鯛
威
よ
　
も
、
素
よ
り
法
思
者
に
あ
ら
す
、
鷲
敷
學
者
に
あ
ら
ざ
る



吾
人
が
書
士
の
こ
ご
き
大
家
に
心
し
て
、
學
術
上
の
論
箏

を
な
す
は
、
恰
も
蜘
艀
大
樹
を
動
か
さ
ん
ご
す
る
が
ご
ビ

し
。
固
よ
り
博
士
の
一
顧
だ
も
値
す
る
こ
ε
を
期
せ
す
。

　
　
　
『
編
．
無
盤
‘
の
實
際
．
ミ
學

　
　
　
　
　
’
一

　
無
盤
業
法
の
施
行
前
後
よ
り
此
卑
俗
に
し
て
一
般
識
者

よ
り
閑
却
せ
ら
れ
つ
〉
あ
り
し
無
盤
は
一
時
學
者
、
政
治

家
等
の
注
意
を
喚
起
し
π
り
し
が
、
点
画
こ
れ
に
煩
す
る

研
究
の
不
充
分
な
り
し
下
め
、
論
旨
徹
底
せ
ざ
る
も
の
多

か
り
し
は
遣
憾
こ
す
る
ご
こ
ろ
な
り
。
無
鑑
こ
い
ひ
、
頼

愚
子
ざ
い
ひ
、
何
れ
も
肚
會
の
須
要
セ
充
柁
さ
ん
が
霧
め
．

に
登
生
し
π
り
し
も
の
に
て
、
長
き
歴
史
を
有
し
、
民
間

経
濟
に
貢
獄
せ
る
乙
決
し
て
鮮
少
な
う
こ
せ
す
。
も
ざ
よ

り
多
少
の
弊
害
の
藩
過
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
る
も
、
こ

　
　
　
第
三
巻
批
．
騨
零
本
無
釜
の
蟹
墜
學
盤
姦
む

柁
や
一
笑
に
附
せ
ら
る
れ
ば
幸
な
り
。
罷
れ
こ
も
叉
こ
れ

に
よ
り
て
博
士
の
駈
落
を
蒙
る
こ
ご
を
得
ぱ
、
眞
に
望
《

の
幸
な
b
こ
す
。

説
』
を
譲
む

文
學
博
士
三
浦
周
行

れ
を
匡
正
し
て
其
長
所
を
登
揮
せ
し
む
る
に
於
て
は
一
部

経
濟
界
に
多
大
の
便
宜
を
與
へ
て
金
融
結
髪
の
圓
滑
を
助

長
す
る
こ
ご
を
得
べ
か
り
し
な
り
。
然
る
に
明
治
以
來
政

治
家
立
法
家
等
は
諸
般
の
新
施
設
に
當
ヶ
て
只
管
外
國
事

物
の
輸
入
摸
倣
を
事
こ
し
、
奮
に
固
有
の
良
風
美
俗
を
棄

て
、
顧
み
ざ
る
の
み
な
ら
す
、
却
て
腿
追
を
加
へ
て
其
登

達
を
阻
害
せ
ん
こ
す
る
の
方
針
を
取
り
し
も
の
さ
へ
あ
り

無
盤
頼
鮎
子
の
如
き
亦
其
一
な
り
。
近
臣
政
府
者
、
識
者

の
共
に
漸
く
其
根
抵
深
く
實
蹟
大
な
る
を
認
め
て
こ
れ
を

善
用
す
る
の
利
盆
に
想
到
す
る
に
至
う
し
は
遽
し
ご
雄
ご

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
一
五
九
　
（
五
〇
一
）


